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インポイス導入まで 1年
半 施行日をまたぐ取引
に係る交付義務を確認

>…令和 5年 10月 1日 にスター トする消費税の

イン:ボイス制度。同日以後の国内における資産

の譲渡等について適用されるが,施行日である

同日をまたぐ適用関係については,消費税率が

8%か ら10%へ引き上げられた前回の令和元年

10月 1日 をまたぐ適用関係と同じなのかどうか

が判然としないとの声が実務家の間から聞こえ

てくる。インボイス制度の導入が約 1年半に迫

る中,施行日をまたぐ取引に係るインボイスの

交付義務を確認する (2頁 )。

事前確定給与 臨時賞与を支給する場合や冬

季賞与に上乗せする場合の損金算入可否

>… まもなく令和 4年 3月 期決算のシーズンを

迎える。コロナ禍において期初に業績悪化を予

想していた法人の経営成績が好転し,役員や社

員の労に報いる形で決算賞与などの臨時賞与を

検討している法人も少なからずあるようだ。従

業員に支給する臨時賞与は損金算入されるが,

役員に支給する臨時賞与は,事前確定届出給与
に該当する夏季賞与や冬季賞与とは別に支給す
る場合や,冬季賞与に上乗せする場合で,損金

算入の可否が異なる (4頁 )。

R4改正 グループ通算制度の投資簿価修

正の加算措置,子法人株式の適用単位は?

>…令和 4年 4月 1日 以後開始事業年度から適

用されるグループ通算制度。令和 4年度改正で

見直された「離脱時の投資簿価修正の留意点」

に続 き (ヽ3694),子法人株式の譲渡原価への

加算措置について,離脱する子法人株式に任意

に適用できるか否かを取 り上げる (6頁 )。
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令和 4年度税制改正と

次の改正への展望

未来投資に積極的な企業に

大型減税を検討

原資は消極的な企業が負担

賃上げ税制の抜本強化などを目玉とする令和 4年度税制改正。本誌は,自民党税制調査会

の宮沢洋一会長に単独インタビューを行い,主要改正項目のほか,次の改正での実現が見込

まれる「未来への投資を積極的に行う企業を応援する税制」や,注目される「相続税・贈与

税の一体課税」,「金融所得課税」の見通しなどを聞いた。

(※ このインタビューは令和 4年 2月 8日 に実施 しました。)

Ql  令和 4年度税制改正についての

全体的な評価をお聞かせください。

10月 に総選挙があった関係もあり,令和 4年

度税制改正大綱の取 りまとめは例年よりも短期

間で行われました。政権が変わってすぐという

ことで大きな改正を用意する時間もありません

でしたから,税制改正の大きさとしては小粒な

ものとなっています。“マル政項 目"で議論 し

たのも大きいのは住宅ローン控除と賃上げ税制

くらいです。

Q2 住宅ローン控除の改正のポイン
トを教えてください。

消費税率引上げの反動減対策として行ってき

た借入限度額の一律の上乗せは終了し,質の高

い住宅の取得を応援するための税制に改めま

す。例えば,新築の長期優良住宅は5000万円

など,質の高い住宅を取得する場合には,こ れ

までと遜色ない借入限度額を維持するととも

に,そ うでない住宅の借入限度額は引き下げる

ということです。中古住宅についても,良質な

住宅(低炭素・長期優良住宅,ZEH水準省エネ

住宅・省エネ基準適合住宅)は ,借入限度額を

従来の2,000万円から3,000万 円に引き上げます。

控除率については,固定型・変動型で金利が

異なる中で,実際に支払った利息額を上限にす

べきだという意見もありましたが,実務的に可

能なのかどうかという観点などから0.7%に 引

き下げることにしました。

Ｑ

盤

3 賃上げ税制の改正のポイントを

てください。

一定規模以上の大企業に限り,マルチステー

クホルダーに配慮した経営への取組みを宣言す

ることを要件に加えました。給与の引上げや取

引先との適切な関係の構築の方針などをHPで

公表してもらうものですが,経産省に届出を行

う必要があり,宣言の中身がしっかりしていな

いと受理してもらえません。宣言を守れなくて

もペナルティはありませんが,こ ういう時代で

すから,マスコミやネットの世界において,ど
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尺洋一・自民党税調会長に聞く
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の企業が宣言をしたのか, していないのかが明

らかにされると思います。特に,有力企業が宣

言をしていなければ,す ぐに公表されるでしょ

う。宣言をした企業の実績も,調べればある程

度わかるようになると思いますので,かなり実

効性が伴うのではないでしょうか。

Q4 大綱の基本的考え方に「未来ヘ

の投資等に向けた経済界への期待」と題す

る異例のメッセージが盛り込まれました。

この中で,来年以降,経済界の取組状況等

も見極めつつ,積極的に未来への投資に取

り組む企業への「真に有効な支援」と,十

分な投資余力があるにもかかわらず活用さ

れていない場合の「企業の行動変容を促す

ための対応」を検討するとしています。

ここ十年来,日 本企業が積極的な経営をして

こなかったことについて,税調の幹部の間では

非常に失望感がありました。内部留保はどんど

ん積み上がる一方で,配当と自社株買いしか

やっていないじゃないか,と いう不満がずっと

あるわけです。

今回,賃上げ税制を抜本的に強化 しました

が,マ クロ的に見れば,大企業も中小企業も手

元資金が相当積み上がっていますので,全体と

して賃上げの余力はあります。

しかし,賃上げだけで世の中が回っていくわ

けでありませんし,中長期にわたって企業がそ

れなりの利益を出す体質に変わらなければ継続

的な賃上げはできません。利益を出す体質にす

るためには,販売価格を上げていく努力も必要

ですが「2050年 カーボンニュー トラル」という

大きな目標がある時代ですから,未来を見据え

た人材・設備投資や研究開発をしっかりやって

いただく必要があるのだと思います。

特に人材投資は,相当程度やっていただく必

要があります。例えば,熟練工が少なくなって
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いるという問題がしばらく前から指摘されてい

ますが, これまでのOJTで は前の熟練工に追

いつくだけです。カーボンニュートラルや AI

といった新しい時代を切り開くためには,社外

で研修する Off―JTが重要となります。

そういった「未来への投資」を積極的に行う

企業を応援する税制を次の改正で検討します。

一方,減税の原資は,そ ういうことをやらない

企業に負担していただきます。例えば,極めて

簡単な例でいえば,法人税率を一律2%引 き上

げれば1兆円ぐらいの増税になります。その 1

兆円を,未来への投資に積極的な企業への減税

の原資にすれば,や る気のある企業とそうでは

ない企業との差がかなり大きくなっていきま

す。既にそういった減税措置を検討するよう指

示を出しています。具体的な制度の設計をはじ

めると難しい話も色々と出てくると思います

が,そ ういう方向の減税を,是非,令和 5年度

税制改正で実現したいと考えています。

Q5 消費課税では,免税事業者がイ

ンボイス発行事業者登録を行う際の経過措

置の期間延長などが行われます。インボイ

ス制度がスター トする令和 5年 10月 1日 ま

で,あ と 1年半強ですが,円滑な移行に向

けて,課題と認識していることはあります

か?

免税事業者の方はインボイスを発行できませ

んから,特にBtoBの 取引から排除されやすい

という問題があるのは確かです。一方で,経過

措置を設けており,免税事業者の方からの仕入

であっても6年間は80%又は50%の仕入税額控

除ができるようにしています。また,販売先が

一般消費者であれば影響はありません。

軽減税率を導入した時には,か なり混乱が

あって当然だと考えていましたが,想定してい

たような混乱は起こらず,や はり日本は大した
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国だなあと思いました。インボイス制度につい

ても,来年の10月 までにしっかり対応できるだ

ろうと考えています。

Q6 資産課税では,相続税・贈与税

の一体化が行われるのではないかと大きな

注目が集まつていました。

私も地元の税理士さんなどから色々と問合わ

せを受けましたが,どなたかが仕掛けていたの

でしょうね。それで利益を得ている方がいるの

かどうかは知りませんが,昨年の秋の税制改正

でそれをやるつもりは毛頭ありませんでした。

ではいつやるのかということですが, まずは

政府税制調査会で学者の皆さんに粗ごなしの整

理を理論的にしていただくことが必要になると

思います。その整理を参考にしながら実際にど

ういう制度を作るか議論していくわけですか

ら,「すぐ明日やる」という話では, まだない

のだろうと思っています。ただ,課題として大

きいことは認識していますから,そんなに延ば

せるわけでもないということです。

問題意識としては,贈与税の税率が相続税の

税率よりも急激に高くなるように設定されてお

り,贈与がしにくくなっているということがあ

ります。一方,相続税を最高税率で支払うこと

がわかっている資産家からすると,高い税率で

も事前に贈与しておいた方が得になるという問

題もあります。こういった問題を今後しっかり

検討していかなければなりませんが,具体的に

どのような形にするかは,ま だ全く決めていま

せん。

Q7 -般 の方々は贈与税の110万 円

の基礎控除への関心が高いようです。

これから検討するわけで,い ま私がどうこう

言う立場にありませんが,個人的にはそう無茶

なことはできないように思います。

Q8 イ国人所得課税では,金融所得に

対する課税のあり方などが検討課題にあげ

られています。

主要国と比較して,我が国の税負担が軽い方

であることは確かです。日本と同じような仕組

みをとるドイツの税率が26%く らいだったと思

いますが,それも参考にしながら金融所得への

課税のあり方を全体として検討していくことが

考えられます。ただ,所得の少ない方に配慮

し,積立 NISAの ような制度を利用しやすくす

る,と いったことと合わせて考えていく必要が

あると思います。

先に手を打つ必要があるのは格差への対応で

す。金融所得課税の議論には土地 0建物の譲渡

所得も入っていますが,分離課税により所得の

大きな人の税負担率が相対的に下がっていると

いう問題があります。まだ諸外国ほど格差は大

きくなっていませんが,岸田政権の目指す成長

と分配の好循環ということを考えれば,それな

りに大きな金融所得を得ている人への課税のあ

り方は,な るべ く早く検討すべきだと思います。

編集部 本日はお忙しいところ,あ りがとうご

ざいました。

宮沢 洋一 (みやざわ よういち)氏
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